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諮問第１号 

   使用料の徴収に関する処分についての審査請求について 

下水道使用料の賦課決定処分の変更を求める審査請求を棄却すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２９条第２項の

規定に基づき、諮問する。 

  令和５年６月７日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 審査請求人 

東京都台東区松が谷１丁目２番１５号 

株式会社吉隆  

代表取締役 吉田 博一 

２ 事案の概要 

本件審査請求は、令和４年４月２５日、処分庁千葉市長（以下「処

分庁」という。）が、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２０条

第１項及び千葉市下水道条例（昭和３８年千葉市条例第１６号。以下

「市条例」という。）第１２条の規定に基づき、審査請求人（以下

「請求人」という。）に対し、花見川区内に所在する共同住宅に係る

令和４年２月１３日から同年４月１２日までの間（以下「対象期間」

という。）の下水道使用料の賦課決定処分（以下「本件処分」とい

う。）をしたところ、請求人がこれを不服として、本件処分の変更を

求めたものである。 

３ 審査請求年月日 

令和４年７月２５日 

４ 請求人の主張の要旨 

（１）請求人が千葉県水道事業給水条例（昭和３６年千葉県条例第４６

号。以下「県条例」という。）第１６条に規定する専用給水装置の

共同使用者により選任された管理人である花見川区内に所在する共

同住宅（以下「本件建物」という。）において、入居者数が最も多

い１２人であった２か月間の汚水排除量は、１８１立方メートルか

ら１８７立方メートルまでの範囲内であった。 
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（２）対象期間における本件建物の入居者数は６人であり、１２人が入

居していた期間の実績に照らすと、汚水排除量は９０立方メートル

程度と推測され、誤差を考慮すれば１２０立方メートルとすること

が妥当である。 

５ 処分庁の主張の要旨 

本件処分は、下水道法、市条例、千葉市下水道条例施行規則（昭和

３８年千葉市規則第１６号。以下「市規則」という。）等に従って行

ったものであり違法又は不当な点はなく、本件審査請求には理由がな

いから、棄却されるべきである。 

６ 棄却しようとする理由 

（１）認定事実 

ア 本件建物は、対象期間において各居室の給水装置に水道メータ

ーが設置されておらず、市条例第１５条第１項第１号ただし書に

規定する専用給水装置を共同して使用する共同住宅に該当する。 

イ 請求人は、対象期間において本件建物に係る県条例第１６条に

規定する専用給水装置の共同使用者の選任した管理人であって、

公共下水道の使用者である。 

ウ 令和４年４月１２日、千葉県企業局長（以下「県局長」とい

う。）は、本件建物について、設置されている水道メーターを検

針し、対象期間における水道の使用水量を２２０立方メートルと

認定した。 

エ 処分庁は、本件建物について、前記ウの認定に基づき、対象期

間における汚水排除量を２２０立方メートルと認定し、令和４年

４月２５日、対象期間における下水道使用料を１９，５３２円と

する本件処分を行った。 

オ 県局長が本件建物に設置されている水道メーターの異常を認定

した事実及び前記ウの認定を撤回し、又は変更した事実は認めら

れない。 

（２）関係法令 

ア 下水道法第２０条第１項は、条例で定めるところにより、公共

下水道の使用者から使用料を徴収することができるものとしてい
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る。 

イ 市条例第２条第１１号は、使用者について、下水を公共下水道

に排除して使用する者又は県条例第１６条に規定する給水装置を

共有する者、共用給水装置を共用する者及び専用給水装置の共同

使用者の選任した管理人をいうものとしている。 

ウ 市条例第１３条は、下水道使用料は２月分ごとに徴収するもの

としている。 

エ 市条例第１２条は、下水道使用料は、基本使用料及び汚水排除

量に応じた従量使用料により算定するものとしている。 

オ 市条例第１５条第１項第１号ただし書及び市規則第９条第１項

は、使用者の汚水排除量の認定について、水道水を使用した場合

は、水道の使用水量とし、専用給水装置を共同して使用する共同

住宅において各居室の給水装置に水道メーターが設置されていな

いときは、当該共同住宅の各居室の世帯の使用水量を等量とみな

して算定するものとしている。 

（３）判断の理由 

処分庁は、対象期間における本件建物に係る汚水排除量を県局長

が認定した水道の使用水量に基づき認定した上で、関係法令の規定

に基づき本件処分を行ったものである。 

また、県局長が本件建物に設置されている水道メーターの異常を

認定した事実及び対象期間における使用水量の認定を撤回し、又は

変更した事実は認められない。 

したがって、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定により、棄却

されるべきである。 
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説 明 

  使用料の徴収に関する処分についての審査請求について、地方自治

法第２２９条第２項の規定に基づき、議会に諮問するものであります。 
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諮問第２号 

   使用料の徴収に関する処分についての審査請求について 

下水道使用料の賦課決定処分の変更を求める審査請求を棄却すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２９条第２項の

規定に基づき、諮問する。 

  令和５年６月７日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 審査請求人 

東京都台東区松が谷１丁目２番１５号 

株式会社吉隆  

代表取締役 吉田 博一 

２ 事案の概要 

本件審査請求は、令和４年６月３０日、処分庁千葉市長（以下「処

分庁」という。）が、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２０条

第１項及び千葉市下水道条例（昭和３８年千葉市条例第１６号。以下

「市条例」という。）第１２条の規定に基づき、審査請求人（以下

「請求人」という。）に対し、花見川区内に所在する共同住宅に係る

令和４年４月１３日から同年６月１１日までの間（以下「対象期間」

という。）の下水道使用料の賦課決定処分（以下「本件処分」とい

う。）をしたところ、請求人がこれを不服として、本件処分の変更を

求めたものである。 

３ 審査請求年月日 

令和４年７月２５日 

４ 請求人の主張の要旨 

（１）請求人が千葉県水道事業給水条例（昭和３６年千葉県条例第４６

号。以下「県条例」という。）第１６条に規定する専用給水装置の

共同使用者により選任された管理人である花見川区内に所在する共

同住宅（以下「本件建物」という。）において、入居者数が最も多

い１２人であった２か月間の汚水排除量は、１８１立方メートルか

ら１８７立方メートルまでの範囲内であった。 
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（２）対象期間における本件建物の入居者数は６人であり、１２人が入

居していた期間の実績に照らすと、汚水排除量は９０立方メートル

程度と推測され、誤差を考慮すれば１２０立方メートルとすること

が妥当である。 

５ 処分庁の主張の要旨 

本件処分は、下水道法、市条例、千葉市下水道条例施行規則（昭和

３８年千葉市規則第１６号。以下「市規則」という。）等に従って行

ったものであり違法又は不当な点はなく、本件審査請求には理由がな

いから、棄却されるべきである。 

６ 棄却しようとする理由 

（１）認定事実 

ア 本件建物は、対象期間において各居室の給水装置に水道メータ

ーが設置されておらず、市条例第１５条第１項第１号ただし書に

規定する専用給水装置を共同して使用する共同住宅に該当する。 

イ 請求人は、対象期間において本件建物に係る県条例第１６条に

規定する専用給水装置の共同使用者の選任した管理人であって、

公共下水道の使用者である。 

ウ 令和４年６月１１日、千葉県企業局長（以下「県局長」とい

う。）は、本件建物について、設置されている水道メーターを検

針し、対象期間における水道の使用水量を２３３立方メートルと

認定した。 

エ 処分庁は、本件建物について、前記ウの認定に基づき、対象期

間における汚水排除量を２３３立方メートルと認定し、令和４年

６月３０日、対象期間における下水道使用料を２１，１１８円と

する本件処分を行った。 

オ 県局長が本件建物に設置されている水道メーターの異常を認定

した事実及び前記ウの認定を撤回し、又は変更した事実は認めら

れない。 

（２）関係法令 

ア 下水道法第２０条第１項は、条例で定めるところにより、公共

下水道の使用者から使用料を徴収することができるものとしてい
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る。 

イ 市条例第２条第１１号は、使用者について、下水を公共下水道

に排除して使用する者又は県条例第１６条に規定する給水装置を

共有する者、共用給水装置を共用する者及び専用給水装置の共同

使用者の選任した管理人をいうものとしている。 

ウ 市条例第１３条は、下水道使用料は２月分ごとに徴収するもの

としている。 

エ 市条例第１２条は、下水道使用料は、基本使用料及び汚水排除

量に応じた従量使用料により算定するものとしている。 

オ 市条例第１５条第１項第１号ただし書及び市規則第９条第１項

は、使用者の汚水排除量の認定について、水道水を使用した場合

は、水道の使用水量とし、専用給水装置を共同して使用する共同

住宅において各居室の給水装置に水道メーターが設置されていな

いときは、当該共同住宅の各居室の世帯の使用水量を等量とみな

して算定するものとしている。 

（３）判断の理由 

処分庁は、対象期間における本件建物に係る汚水排除量を県局長

が認定した水道の使用水量に基づき認定した上で、関係法令の規定

に基づき本件処分を行ったものである。 

また、県局長が本件建物に設置されている水道メーターの異常を

認定した事実及び対象期間における使用水量の認定を撤回し、又は

変更した事実は認められない。 

したがって、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定により、棄却

されるべきである。 
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説 明 

  使用料の徴収に関する処分についての審査請求について、地方自治

法第２２９条第２項の規定に基づき、議会に諮問するものであります。 


